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   ○宮崎大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程 

 

平成 18年６月 22日 

制       定 

改正 平成 24年３月 29日 平成 28年３月 25日 

令和４年９月 12日  令和４年９月 30日 

 （趣旨） 

第１条 宮崎大学（以下「本学」という。）において実施するヒトゲノム・遺伝子解析研

究に関する取扱いは、関係法令、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指

針（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号。以下「指針」とい

う。）その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この規程における用語の意義は、指針において定めるところによる。 

２ この規程において、「部局等」とは、教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学

部、工学教育研究部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携セ

ンター、多言語多文化教育研究センター及び学内共同教育研究施設をいう。 

 

 （基本方針） 

第３条 本学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施に当たっては、次に掲げる事項

を基本方針とする。 

(1) 人間の尊厳を尊重すること。 

(2) 提供者等に対し事前に十分な説明を行い、自由意思による同意（インフォームド・

コンセント）を受けること。 

(3) 個人情報の保護を徹底すること。 

(4) 人類の知的基盤、健康及び福祉に貢献する社会的に有益な研究を実施すること。 

(5) 個人の人権の保障が科学的又は社会的利益に対し優先すること。 

(6) 指針に基づき研究計画を作成し、これを遵守すること、並びに独立の立場に立った

倫理審査委員会による事前の審査及び承認により研究を適正に実施すること。 

(7) 研究の実施状況に対する第三者による実地調査及び研究結果の公表を通じ、研究の

透明性を確保すること。 

(8)  研究に関する啓発活動等により、一般市民及び社会の理解を増進させること。 

 

 （学長の責務及び権限等の委任） 

第４条 学長は、本学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施に関する最終的な責任

を有し、ヒトゲノム・遺伝子解析研究の円滑かつ機動的な実施のため、ヒトゲノム・遺
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伝子解析研究の実施に関する権限及び事務をヒトゲノム・遺伝子解析研究を実施する部

局等の長（以下「部局長」という。）に委任するものとする。 

 

 （部局長の責務） 

第５条 部局長は、当該部局におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施に関する統括的

な責任を有し、研究責任者及び研究担当者が研究計画に従って適正に研究を実施するよ

う監督しなければならない。 

２ 部局長は、提供者等の人権を最大限保証すべきこと及び指針、研究計画等を遵守すべ

きことについて、研究者に対し周知徹底を図らなければならない。 

 

 （倫理審査委員会） 

第６条 部局長は、ヒトゲノム・遺伝子解析研究実施の可否等を審査するため、その諮問

機関として、倫理審査委員会（以下「委員会」という。）を設置しなければならない。

ただし、当該部局において委員会を設置することが困難な場合には、他の部局に設置さ

れた委員会をもってこれに代えることができる。 

２ 委員会は、独立の立場に立って、学際的かつ多元的な視点から、様々な立場からの委

員によって、公正かつ中立的な審査を行えるよう、適切に構成し運営されなければなら

ない。 

 

 （研究責任者） 

第７条 ヒトゲノム・遺伝子解析研究を実施しようとする場合には、その業務を統括する

者として、研究責任者を定めなければならない。 

２ 研究責任者は、ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施に当たり、あらかじめ研究計画書

を作成し、部局長の許可を得なければならない。研究計画書を変更しようとする場合も

同様とする。 

３ 研究責任者は、研究計画の立案及び実施に際しては、指針及びこの規程を遵守し、ヒ

トゲノム・遺伝子解析研究の適正な管理及び監督に当たらなければならない。 

 

 （個人情報の保護） 

第８条 部局長は、国立大学法人宮崎大学個人情報保護規則及び指針に基づき、その取り

扱う個人情報の適切な管理のために個人情報保護管理者を置き、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 部局長は、指針に基づき、死者に対する個人情報及び個人情報に該当しない匿名化さ

れた情報の適切な管理のために個人情報保護管理者を置き、必要な措置を講じなければ

ならない。 
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 （研究状況の報告） 

第９条 研究責任者は、１年に１回以上定期的に研究の実施状況について、部局の長を経

て学長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、研究責任者に対し、所属の部

局長を経て、研究の実施状況について報告書の提出を求めることができる。 

 

 （遺伝情報の開示） 

第１０条 研究責任者は、個々の提供者の遺伝情報が明らかとなるヒトゲノム・遺伝子解

析研究に関して、提供者が自らの遺伝情報の開示を希望している場合には、原則として

開示しなければならない。 

２ 研究責任者は、個々の提供者の遺伝情報が明らかとなるヒトゲノム・遺伝子解析研究

に関して、提供者が自らの遺伝情報の開示を希望していない場合には、開示してはなら

ない。 

３ 研究責任者は、提供者の同意がない場合には、提供者以外の人に対し、原則として開

示してはならない。 

 

 （研究担当者） 

第１１条 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に従事するすべての者は、指針及びこの規程を遵

守するとともに、研究責任者の指示に従わなければならない。 

 

 （雑則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、部局長が

別に定める。 

 

   附 則 

この規程は、平成 18年６月 22日から施行する。 

 

   附 則 

この規程は、平成 24年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この規程は、平成 28年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この規程は、令和４年９月 12日から施行する。 
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  附 則 

この規程は、令和４年 10月１日から施行する。 

 


